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① 電子計算機買戻損失準備金の損金算入に 
関する明細書 
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又は連結
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・  ・ 

・  ・ 
法人名 
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別表十二（十二）の記載の仕方 

 
１ この明細書は、青色申告書を提出する法人で電子計

算機の製造若しくは販売の事業を営むものが、措置法

第56条の４((((電子計算機買戻損失準備金))))の規定の

適用を受ける場合又は連結法人で電子計算機の製造若

しくは販売の事業を営むものが同法第68条の50((((電

子計算機買戻損失準備金))))の規定の適用を受ける場

合に記載します。 

 なお、連結法人については、適用を受ける各連結法

人ごとにこの明細書を作成し、その連結法人の法人名

を「法人名」のかっこの中に記載してください。 

２ 「当期の収入金額の合計額２」は、特定電子計算機

貸付会社に対する電子計算機の特約付販売による収入

金額の合計額を記載します。 

３ 「基準年度の収入金額の合計額６」には、当期の開

始の日の６年前の日の前日から同日以後２年を経過す

る日までの間に開始した各事業年度（以下「基準年度」

といいます。）の電子計算機の特約付販売による収入

金額の合計額を記載します。 

４ 「基準年度に販売した電子計算機の買戻価額の合計

額７」には、基準年度において販売した電子計算機に

つき販売の日後１年以上４年以内に買い戻したものの

買戻価額の合計額を記載します。 

５ 「認定を受けた特別買戻損失の発生割合10」は当期

の開始の日の６年前の日以後に特定電子計算機貸付会

社に対する電子計算機の販売の事業を開始した法人が、

特別買戻損失の発生割合につき税務署長の認定を受け

たときは、その認定を受けた割合を記載します。 

６ 「積立限度額11」は、「当期の収入金額の合計額２」

の金額に(9)又は( )10 の割合を乗じて得た金額を記載し

ます。 

７ 「翌期繰越額の計算」の「期首電子計算機買戻損失

準備金の金額13」には、当期首現在の税務計算上の電

子計算機買戻損失準備金の金額を記載します。 

８ 「益金算入額の計算」の各欄は、次により記載しま

す。 

(1) この欄は、電子計算機買戻損失準備金の積立額の

損金算入の適用を受けた法人が、積立後５年を経過

したこと、特別買戻損失が発生したこと、任意に取

り崩したこと等による益金算入額を計算する場合に

記載します。 

(2) 「積立事業年度」には、当期首現在の電子計算機

買戻損失準備金の金額のうち、その積立てが最も古

い事業年度から順次記載します。 

(3) 「当初の積立額のうち損金算入額24」には、積立

事業年度において積み立てた準備金額で損金の額に

算入された金額を記載します。 

(4) 「期首現在の準備金額25」には、前期分のこの明

細書の「翌期繰越額29」の金額を事業年度ごとに記

載します。 

(5) 「当期益金算入額」の「( )26 及び( )27 以外の場合28」

には、当期において準備金を目的外に取り崩した場

合に、その取り崩した金額を積立事業年度の最も古

い事業年度の期首現在の準備金額からまず取り崩し

たものとして順次記載します。 

 


